
規程等：第２部　第３章－１

埼玉県グラウンド・ゴルフ協会　プレーヤー派遣規程

（趣旨）

第１条　　この規程は、規約第5条に基づきプレーヤーの派遣について定める。

（派遣対象大会及び派遣者数）

第2条　　　埼玉県グラウンド・ゴルフ協会（以下「本会」という）が登録団体の会員を

　プレーヤーとして派遣する大会、及び派遣者数と本会の費用負担は次表による。

種　別 　　派遣及び推薦の対象大会 派遣数

派遣大会 １２名 全費用の５０％

派遣大会 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 6名 全費用の３０％

外部大会 全国グラウンド・ゴルフ大会 ４地区割当

外部大会 関東地区グラウンド・ゴルフ大会 ４地区割当

外部大会 ４地区割当

（派遣の方法）

第３条 派遣は関東大会を除きプレーヤー選考予選会の成績順位で決定し次年度の大会に派遣する

2 事情によりプレーヤー辞退した場合は、プレーヤー選考大会の成績順位上位者から１５位迄

とし、以降は会長一任で派遣する。大会開催１５日以内の場合は役員を派遣する。

3 国民スポーツ大会、健康福祉祭（ねんりんピック）の派遣方法は前年度の選手権大会時に

上位入賞者から国民スポーツ大会男女別６名健康福祉祭男女別３名をそれぞれ選出する

4 派遣プレーヤーは、県協会が提案する行程、費用に従う。

但し、派遣途上における災害、事故、体調不良等、不測の事態が生じた場合はこの限り

ではない。

5 派遣の対象者は宿泊を伴う遠隔地への行程を認識し健康管理に努め、派遣の１ケ月

以内に体調不良等が生じた場合速やかに事務局に連絡する。

（プレーヤー選考大会）

第4条 本会が派遣する大会及び外部大会のプレーヤー選考会について次表の通りとする。

種　別 選考大会

派遣大会 前年度選手権大会

派遣大会 前年度選手権大会

外部大会 ４地区割当

外部大会 ４地区割当

外部大会 ４地区割当

（役員、事務局員の派遣）

第5条 派遣大会に役員、事務局員を派遣する。原則として1名の役員、事務局員を派遣する。

2 会長は、大会規模、内容、開催場所等を考慮して派遣する派遣数の増減決定する。

3 派遣する役員、事務局員に対する本会の費用負担は、プレーヤーとする。
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全国レデイス大会 個人負担

ver-5

協会費用負担割合

国民スポーツ大会

個人負担

個人負担

　　派遣大会の対象大会 選考人員

全国健康福祉祭（ねんりんピック） ６名

国民スポーツ大会 １２名

全国グラウンド・ゴルフ大会 主催者割当

関東地区グラウンド・ゴルフ大会 主催者割当

全国レデイス大会 主催者割当



プレーする場合はプレーヤーとし、プレーしない場合は全額負担とする。

4 派遣プレーヤーの服装に一部費用の50％を負担する。

その服装は国民スポーツ大会は帽子、上服とする。全国健康福祉祭について上服のみとし

帽子は主催者支給とする。

5 外部大会には役員、事務局員を派遣しない。

6 外部大会には県協会の負担はしない。

附　則

この規程は平成18年3月25日から施行する

この規程は一部改定し、平成19年4月1日から施行する

この規程は一部改定し、平成２１年２月１１日から施行する

この規程は一部改定し、平成２２年４月２１日から施行する

この規程は一部改定し、平成２６年７月３０日から施行する

この規程は一部改定し、平成２７年４月１日から施行する

この規程は一部改定し、平成２７年11月6日から施行する

この規程は一部改定し、平成３１年４月１日から施行する

この規程は一部改定し、令和５年6月12日から施行する
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